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資本・株式等の状況

　当行は、健全経営を推し進めるとともに、お客さまへの更なる利便性や情報等の提供により、地域のお取引先の資金需要にきめ
細やかに対応することで、安定した収益の確保を目指し、株主の皆さまへ安定した配当を実施していくことを基本としております。
　なお、内部留保金につきましては、健全性確保の観点から自己資本の充実を図りつつ、経営基盤の更なる強化を目的として営
業戦略上必要な業務や設備等への経営資源の重点投入により有効に活用してまいります。
　当事業年度の配当につきましては、当初予想通りの1株当たり30円（年間60円）とさせていただきました。
　また、当行は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

配当政策

大口株主一覧
（平成23年3月31日現在）

株 主 名

計 2,616,295 27.25
155,000 1.61
165,408 1.72
170,304 1.77
171,996 1.79

185,205 1.92

228,278 2.37
237,000 2.46
320,700 3.34
416,304 4.33
566,100 5.89

所有株式数（株） 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（%）

株式所有者別状況
（平成23年3月31日現在）

株主数（人）

3,785合 　　計　　

2,983
85
635
26
55

67,518
95,327
25,833
6,040(─)

(株)

(─)
23,271
2,673

2
37,508

1
所有株式数（単元） 構成比率（%）

資本金の推移
（単位：千円）

昭和42年10月 昭和47年4月 昭和53年4月 昭和60年3月 平成元年4月

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,170,000 8,670,000
平成19年2月

8,670,500

（注）自己株式57,942株は、「個人その他」に579単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
鈴与株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）
共栄火災海上保険株式会社
清水銀行従業員持株会
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
（常任代理人）シティバンク銀行株式会社
株式会社みずほコーポレート銀行
藍澤證券株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
朝日生命保険相互会社

政府および地方公共団体
金 融 機 関
金 融 商 品 取 引 業 者
そ の 他 の 法 人
外国法人等（うち個人）
個 人 そ の 他

単 元 未 満 株 式 の 状 況

資 本 金

100.00
27.10
6.34
24.41
2.80

0.00
39.35
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　銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニに規定する自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項（平
成19年3月23日 金融庁告示第15号）に基づく事業年度における開示事項について、本項にて開示しております。
　なお当行は、自己資本比率告示（平成18年3月27日金融庁告示第19号、以下「告示」という。）に基づく自己資本比率の算定
にあたりまして、信用リスク・アセットは標準的手法、オペレーショナル・リスク相当額は、基礎的手法を採用しております。
　各項目の付記は、平成19年3月23日 金融庁告示第15号の条文に対応しております。 

定性的開示事項

自己資本の充実の状況等について
－バ ー ゼ ルⅡ第 3 の 柱（ 市 場 規 律 ）に 基 づく開 示－

１． 連結の範囲に関する事項（第4条第2項第1号）
（1）告示第3条または第26条に規定する連結自己資本

比率を算出する対象となる会社の集団（以下、連結
グループという）に属する会社と連結財務諸表規則
に基づき連結の範囲に含まれる会社との相違点
　連結自己資本比率の算定と、連結財務諸表の作
成における連結の範囲に相違点はありません。

（2）連結グループのうち、連結子会社の数ならびに主要
な連結子会社の名称及び主要な業務内容
●連結子会社　8社
●連結子会社の名称及び主要な業務内容

2． 自己資本調達手段の概要
 （第2条第2項第1号，第4条第2項第2号）

（3）連結の範囲に含まれない金融業務を営む関連法人
等の数、金融業務を営む関連法人等の名称及び業
務内容
　該当ありません。

（4）自己資本の控除項目の対象となる会社の数、会社の
名称及び業務内容
　該当ありません。

（5）従属業務を営む会社で、連結グループに属していな
い会社の数、会社の名称及び業務内容 
　該当ありません。

（6）連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る
制限等の概要
　連結子会社8社すべてにおいて、債務超過の会社
はなく、自己資本は充実しております。また、当行グ
ループ内において自己資本にかかる支援は行って
おりません。

連結子会社の名称 主要な業務内容

清水ビジネスサービス
株式会社

清水銀キャリアップ
株式会社

清水総合メンテナンス
株式会社

清水総合リース
株式会社

清水信用保証
株式会社

清水総合コンピュータ
サービス株式会社

清水カードサービス
株式会社

株式会社清水地域
経済研究センター

現金､手形等の
精査･整理業務他

労働者派遣業務

不動産管理業務

リース業務

信用保証業務

コンピュータ関連業務

クレジットカード業務

金融・経済の調査研究業務、
研修運営業務

自己資本調達手段 概　要

普通株式（9,600千株）

自己資本調達手段（平成23年3月31日現在）

完全議決権株式

期限付劣後債務

無担保転換社債型新株
予約権付社債（劣後特約付）
（5,999百万円）

期間7年（期日一括返済）
120％コールオプション付

期限前償還条項付
無担保社債（劣後特約付）
（8,000百万円）

期間10年（期日一括返済）
期限前償還条項付

自己資本調達手段 概　要

普通株式（9,600千株） 完全議決権株式

期限付劣後債務

無担保転換社債型新株
予約権付社債（劣後特約付）
（5,999百万円）

期間7年（期日一括返済）
120％コールオプション付

期限前償還条項付
無担保社債（劣後特約付）
（8,000百万円）

期間10年（期日一括返済）
期限前償還条項付

自己資本調達手段（平成22年3月31日現在）

3． 自己資本の充実度に関する評価方法の概要
 （第2条第2項第2号，第4条第2項第3号）
　当行では、「基本的項目（TierⅠ）－その他目的有価証券評
価差損－満期保有目的有価証券評価損－繰延税金資産
（ネット）」を原資として各リスクカテゴリーに配賦した資本
（リスク資本）の範囲内にリスク量が収まっていることを四
半期ごとモニタリングし、自己資本の充実度を評価する態
勢としております。
　また、当行及び当行グループでは、告示に定められた方法
による自己資本比率及び連結自己資本比率を算出するほ
か、自己資本を基本的項目（TierⅠ）のみとした自己資本比率
（TierⅠ比率）を算出し、自己資本の充実度及び質の評価を
行っております。

（注）清水カードサービス株式会社と清水ジェーシービーカード株式会社は、
平成22年1月1日付で清水カードサービス株式会社を存続会社として
合併しました。
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4． 信用リスクに関する事項
 （第2条第2項第3号，第4条第2項第4号）
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

①リスク管理の体制
　当行及び当行グループは、統合的リスク管理規
程に基づき、審査部をリスク所管部門としており
ます。
　また、取締役会は、信用リスク管理に関して「信
用リスク管理規則」を制定し、信用リスク管理に関
する基本的な事項を規定しております。
　信用リスクに関する各種の情報については、速や
かに取締役会等に報告がなされ、的確かつ迅速な
与信判断を行うことができる態勢としております。
②リスク管理の基本方針
　信用リスク管理規則には、信用リスク管理に関
する基本方針を下記の通り定めております。
・経営体力の範囲内で適正な信用リスクを取り、
リスクと収益のバランス維持を図る。
・資産の健全化と収益性確保のため、信用リスクを適
正に把握するとともに、与信管理の高度化を図る。
 ・リスク分散と安定した収益確保を図るため適切
なポートフォリオ管理に努め、特定の業種、特定
のグループに対する信用集中を回避する。

③リスク管理の手続の概要
　当行では貸出及びその他与信関連取引につい
て、信用格付制度等に基づき、厳格な審査を行って
おります。信用格付は、自己査定と同じワークフロー
で完結する仕組みとしており、両者の整合性を図っ
ております。
　当行グループでは、各社の定める自己査定基準
に従って厳格な自己査定を実施しております。
　付与された信用格付によって、モンテカルロ・シ
ミュレーション法によるリスク量の計測を四半期ごと
行い、経営会議及び取締役会に報告しております。
　また、信用集中リスクを確認するため、年間のリ
スク管理計画の中で、業種及び大口与信に関する
ガイドラインを設けております。
④貸倒引当金の計上基準
　貸倒引当金は、別に定める「貸出金等の償却・引当
に関する基準書」に従い、次の通り計上しております。
ⅰ）一般貸倒引当金
　自己査定基準に基づき、破綻先、実質破綻先、
破綻懸念先以外に区分される債権は、過去の一
定期間における貸倒実績率に基づき算定した予
想損失額によって計上しております。
ⅱ）個別貸倒引当金
　自己査定基準に基づき、破綻先、実質破綻先
に区分される債権については、債権額から担保
の処分可能見込額及び保証による回収可能見込
額を差し引き、残額に対して計上しております。
　自己査定基準に基づき、破綻懸念先に区分され
る債権については、債権額から担保の処分可能見
込額及び保証による回収可能見込額を差し引き、
残額のうち、必要と認める額を計上しております。

（2）標準的手法が適用されるポートフォリオについて
　当行及び当行グループは、使用する格付機関の選定
にあたり、格付の客観性を高めるため、複数の格付機関
を使用することが適切であると考え、告示第19号第49
条から第54条及び金融庁告示第28号に従い、次の格
付機関を使用しております。なお、カントリー・リスク・スコ
アは使用しておりません。

5． 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針
 及び手続の概要
 （第2条第2項第4号，第4条第2項第5号）
①内部管理上の信用リスク削減手法
　当行及び当行グループでは、担保・保証をいただく
指針をクレジット・ポリシー（融資基本行動規範）に規
定しており、ご融資案件の取り上げに際しては、ご融
資先の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に
勘案して判断するものとしております。
　担保をいただく場合には、担保権を維持し、実行す
るために必要な措置を講じており、適時の処分または
取得が可能となるように、適切な内部手続を設けてお
ります。保証についても上記同様に保証履行請求に
かかる適切な内部手続を設けております。

②自己資本比率算定上の信用リスク削減手法
ⅰ）採用手法
　当行及び当行グループでは、自己資本比率の算定
にあたり、告示第19号第80条の規定に基づく信用リ
スク削減手法として包括的手法を採用しております。
ⅱ）方針及び手続
　エクスポージャーの信用リスクを削減することが
できる適格金融資産担保等の要件は、自己資本比
率算定手続に定めております。
　主要な適格金融資産担保の種類については、自行
預金、上場会社株式、債券としております。
　主要な保証の相手先については、我が国の地方
公共団体、政府関係機関及び金融機関等の保証と
しており、保証の信用力は適切に評価しております。
ⅲ）信用リスクの集中
　信用リスク削減手法に適用されている担保、保証は、
同一業種や同一取引先への過度の偏りはありません。

6． 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手の
 リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
 （第2条第2項第5号，第4条第2項第6号）
　当行の派生商品取引及び長期決済期間取引の取引
相手のリスク管理については、「金融派生商品取引規
則」に規定しております。
　金利関連デリバティブのリスク管理については、市場
営業部事務担当がカレント・エクスポージャー方式で与
信相当額を算出し、経営会議等及び総合統括部リスク
統括室に報告しております。
　金利関連デリバティブの金利リスクについては、BPV
法、分散共分散法によるVaRを用いて、オンバランス取
引と一体で管理し、月次で経営会議及びALM収益管理
委員会に報告しております。
　当行の信用力の低下により、担保提供が必要になる
場合に関しては、再構築コストの額が担保差入可能債券
の残高に比して少額であることから影響は軽微です。
　なお連結子会社では、派生商品取引及び長期決済期
間取引は行っておりません。

エクスポージャーの区分 使用する適格格付機関

中央政府・
中央銀行向け

○株式会社格付投資情報センター
○株式会社日本格付研究所
○ムーディーズ・インベスターズ・
サービス・インク
○スタンダード・アンド・プアーズ・
レーティング・サービシズ

○株式会社格付投資情報センター
○株式会社日本格付研究所

上記以外の
エクスポージャー区分
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7． 証券化エクスポージャーに関する事項
 （第2条第2項第6号，第4条第2項第7号）
　当行及び当行グループは、証券化エクスポージャー
に該当するエクスポージャーを保有しておりません。

8． マーケット・リスクに関する事項
 （第2条第2項第7号，第4条第2項第8号）
　当行及び当行グループは、告示第39条に規定された
マーケット・リスク相当額は算入しておりません。

9． オペレーショナル・リスクに関する事項
 （第2条第2項第8号，第4条第2項第9号）
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

①リスク管理の体制
　当行及び当行グループは、オペレーショナル・リ
スクの管理について、統合的リスク管理規程に基
づき、総合統括部リスク統括室をオペレーショナ
ル・リスク統括部門としております。
　オペレーショナル・リスク管理については、オペ
レーショナル・リスク管理規則を定め、オペレー
ショナル・リスク統括部門が、オペレーショナル・リ
スクを一元的に把握する体制としております。ま
た、後述するサブカテゴリーごとにリスク所管部
門を設置し、より専門的な見地からそれぞれのリ
スク管理を行っております。
　オペレーショナル・リスクの管理対象は、事務リス
ク、システムリスク、法務リスク、風評リスク及びそ
の他のリスクとし、それぞれサブカテゴリーを定め
ております。
②リスク管理の基本方針
　オペレーショナル・リスクの管理方針は、次の通
り定めております。
・当行の信頼性・健全性を維持するため業務の適
切な運営基盤を確立し、オペレーショナル・リス
クを適正に管理する。
・緊急時にあたり、業務の継続、早急な復旧を図
るため、適切な計画の立案と準備・訓練による
被害対策を間断なく進める。

③リスク管理の手続の概要
　オペレーショナル・リスクは、業務運営の中で未
然防止、極小化すべきリスクであり、適切な管理・
運営を行うための組織体制の整備と、発生した事
象の分析と再発防止策の実施等を行い、PDCAサ
イクルの構築による自己改善型のリスク管理態勢
の確立に努めております。

（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する
手法の名称

　　　当行及び当行グループは、オペレーショナル・リ
スク相当額の算出にあたって、告示第303条に規定
された基礎的手法を採用しております。

10．銀行勘定における出資等または
株式等エクスポージャー

 （第2条第2項第9号，第4条第2項第10号）
（1）リスク管理の体制

　当行は、出資等または株式等エクスポージャーは、
市場リスクの一つとして位置付け、管理しております。
　市場リスク管理については、取締役会にて承認さ
れた「統合的リスク管理規程」において、総合統括部
リスク統括室をリスク所管部門としております。
　株式等の時価評価及び価格変動リスクに関する情
報は日次管理しており、総合統括部担当取締役、市
場営業部担当取締役に報告されております。
　出資等または株式等エクスポージャーの価格変動リ
スクについては、他の市場リスクのリスクファクターと

ともに、経営会議やALM収益管理委員会に報告され
ております。
　連結子会社の保有する出資等または株式等エク
スポージャーは、非上場株式が中心であり、価格変動
の影響が軽微であることから、リスク計測を行ってお
りません。

（2）リスク管理の方針
　当行では、「市場リスク管理規則」の中で市場リスク
管理に関する基本方針を次の通り定めております。
・戦略目標に応じた健全かつ効率的な運用・調達を
図るため、適切な市場取引を行う。

・経営体力の範囲内で適正な市場リスクを取り、リ
スクと収益のバランスを維持するため、リスクファ
クターの特性を十分に認識した上で適切にリスク
量を計測し、定められた限度枠を遵守する。
・特定のリスクファクター、商品、期間へのリスク集
中に配慮し、安定性を重視した市場運用を行う。

（3）リスク管理の手続の概要
　当行では、株式等の価格変動リスクを含めた市場
リスクを適切に管理するため、市場リスク管理の基
本方針に基づき、取締役会にて定めた年間のリスク
管理計画にリスクリミット及び商品毎の投資限度額
を設定しております。
　株式等のリスク管理は、バリュー・アット・リスク
（VaR）の計測によって行っております。VaRは、
TOPIXをインデックスにした分散共分散法によって
算出し、日次管理しております。
　純投資の株式等については、時価が大幅に下落
し、簿価との乖離率が一定水準を超えた場合、強制
的にロスカットする態勢としております。
　非上場株式については、決算書に基づいて厳格な
自己査定を実施しております。
　株式等の評価については、子会社株式は移動平均
法による原価法、その他有価証券のうち、時価のある
ものについては、決算日の市場価格に基づく時価法、
時価のないものについては、償却原価法により行っ
ております。また、その他有価証券の評価差額につい
ては、全部純資産直入法により処理しております。
　株式等について、会計方針等を変更した場合には、
財務諸表等規則第8条の3に基づき、変更の理由や影
響額について、財務諸表の注記に記載しております。

11．銀行勘定における金利リスクに関する事項
 （第2条第2項第10号，第4条第2項第11号）
（1）リスク管理の体制

　当行では、金利リスクは市場リスクの一つと位置
付けて管理しております。
　市場リスク管理については、取締役会にて承認さ
れた「統合的リスク管理規程」において、総合統括部
リスク統括室をリスク所管部門としております。
　債券等の時価評価及び金利リスクに関する情報は
日次管理しており、総合統括部担当取締役、市場営
業部担当取締役に報告されております。
　預金、貸出金等の時価評価されていない資産・負
債・オフバランス取引の金利リスクについては、月次
管理されております。
　金利リスクの状況は、ALM体制の枠組みの中で、経
営会議、ALM収益管理委員会に報告されております。
　連結子会社の金利リスクについては、資産・負債の
構成が、銀行単体に比して少額であることから、リス
ク計測をしておりません。
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（2）リスク管理の方針
　当行では、市場リスク管理規則の中で基本方針を
次の通り定めております。
・戦略目標に応じた健全かつ効率的な運用・調達を
図るため、適切な市場取引を行う。
・経営体力の範囲内で適正な市場リスクを取り、リ
スクと収益のバランスを維持するため、リスクファ
クターの特性を十分に認識した上で適切にリスク
量を計測し、定められた限度枠を遵守する。
・特定のリスクファクター、商品、期間へのリスク集
中に配慮し、安定性を重視した市場運用を行う。

（3）リスク管理の手続の概要
　当行では、金利リスクを含めた市場リスクを適切
に管理するため、市場リスク管理の基本方針に基づ
き、取締役会にて定めた年間のリスク管理計画にリ
スクリミット及び商品毎の投資限度額を設定してお
ります。
　金利リスクのリスク管理は、BPV法による10BPV
と、分散共分散法によるVaRの計測によって行ってお
ります。有価証券については日次管理、その他の資
産・負債・オフバランス取引については、月次で管理し
ております。
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定量的な開示事項
■自己資本の構成に関する事項（第2条第3項第1号，第4条第3項第2号）

項　　　目 平成23年3月期平成22年3月期

8,670
5,272
50,702
282
286
2,737

－
66,814
3,642
10,399
10,399

0
14,041

－
80,855
679,076
3,950
40,090
723,117
11.18%
9.23%

8,670
5,272
48,236
277
286
2,574

－
64,191
4,642
11,599
11,599
175

16,066
－

80,257
670,196
3,861
40,664
714,721
11.22%
8.98%

●連結

資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式（△）
社外流出予定額（△）
連結子法人等の少数株主持分
その他有価証券の評価差損（△）
 基本的項目 計 （A）
一般貸倒引当金
負債性資本調達手段等
うち告示第29条第1項第4号及び第5号に掲げるもの
補完的項目不算入額（△）
 補完的項目 計 （B）

資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引等項目
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額
 リスク･アセット等 計 （E）

基本的項目
（TierⅠ）

補完的項目
（TierⅡ）

リスク・
アセット等

TierⅠ比率（国内基準）（A）／（E）
※第31条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社は該当ありません。
※告示第29条第1項第4号及び第5号に掲げるものとは、期限付劣後債務(契約時における償還期間が5年を超えるもの)及び期限付優先株です。

自己資本比率（国内基準）（D）／（E）

自己資本額（A）＋（B）－（C）
控除項目

（D）
（C）

項　　　目 平成23年3月期

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成22年3月期

8,670
5,267
8,670
38,965
277
286
－

61,009
4,220
11,599
11,599

－
15,820

－
76,830
662,885
3,861
39,331
706,078
10.88%
8.64%

●単体

資本金
資本準備金
利益準備金
その他利益剰余金
自己株式（△）
社外流出予定額（△）
その他有価証券の評価差損（△）
 基本的項目 計 （A）
一般貸倒引当金
負債性資本調達手段等
うち告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げるもの
補完的項目不算入額（△）
 補完的項目 計 （B）

資産（オン・バランス）項目
オフ・バランス取引等項目
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額
 リスク･アセット等 計 （E）

基本的項目
（TierⅠ）

補完的項目
（TierⅡ）

リスク・
アセット等

TierⅠ比率（国内基準）（A）／（E）
※告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げるものとは、期限付劣後債務（契約時における償還期間が5年を超えるもの）及び期限付優先株です。

自己資本比率（国内基準）（D）／（E）

自己資本額（A）＋（B）－（C）
控除項目

（D）
（C）
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8,670
5,467
8,670
41,471
282
286
－

63,510
3,267
10,399
10,399

－
13,667

－
77,178
672,719
3,950
38,681
715,350
10.78%
8.87%



28,924

1,6031,547

28,614

－
5
2
13
－
30
－

105
－
－
－
1
1
－
－
－
－
－

158

－
5
2
13
－
30
－

105
－
－
－
1
1
－
－
－
－
－

158

－
－
－
－
－
－
－
－
40
4

932
13,471
3,902
1,706
4,496
196
－

277
－

496
1,637

－
－
－

27,163

－
－
－
－
－
－
－
－
40
4

931
13,721
3,856
1,706
4,496
193
－

277
－

496
1,183

－
－
－

26,908
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■自己資本の充実度に関する事項（第2条第3項第2号，第4条第3項第3号）

●信用リスクに対する所要自己資本の額及びポートフォリオごとの額

●総所要自己資本額

総所要自己資本額

【単　体】
平成23年3月期平成22年3月期

【連　結】
平成23年3月期平成22年3月期

28,58828,243

項   目

（単位：百万円）

●オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

基礎的手法

【単　体】
平成23年3月期平成22年3月期

【連　結】
平成23年3月期平成22年3月期

1,6261,573

項   目

（単位：百万円）

1. 任意の時期に無条件で取消可能または自動的に取消可能なコミットメント
2. 原契約期間が1年以下のコミットメント
3. 短期の貿易関連偶発債務
4. 特定の取引に係る偶発債務
5. NIFまたはRUF
6. 原契約期間が1年超のコミットメント
7. 内部格付手法におけるコミットメント
8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務
9. 買戻条件付資産売却または求償権付資産売却等
10. 先物購入、先渡預金、部分払込株式または部分払込債券
11. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供または有価証券の買戻条件付売却若しくは売渡条件付購入
12. 派生商品取引
 （1）外為関連取引
 （2）金利関連取引
13. 長期決済期間取引
14. 未決済取引
15. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス 
16. 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー

合　計

【単　体】
平成23年3月期平成22年3月期

【連　結】
平成23年3月期平成22年3月期

－
2
0
18
－
13
－

117
－
－
－
2
2
0
－
－
－
－

154

－
2
0
18
－
13
－

117
－
－
－
2
2
0
－
－
－
－

154

オフ・バランス項目

1. 現金
2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け
3. 外国の中央政府及び中央銀行向け
4. 国際決済銀行向け
5. 我が国の地方公共団体向け
6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け
7. 国際開発銀行向け
8. 地方公営企業等金融機構向け 
9. 我が国の政府関係機関向け
10. 地方三公社向け
11. 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
12. 法人等向け
13. 中小企業等向け及び個人向け
14. 抵当権付住宅ローン
15. 不動産取得等事業向け
16. 三月以上延滞等
17. 取立未済手形
18. 信用保証協会等による保証付
19. 株式会社産業再生機構による保証付
20. 出資等
21. 上記以外
22. 証券化（オリジネーターの場合）
23. 証券化（オリジネーター以外の場合）
24. 複数の資産を裏付けとする資産のうち、個々の資産の把握が困難な資産

合　計

【単　体】
平成23年3月期平成22年3月期

【連　結】
平成23年3月期平成22年3月期

－
－
－
－
－
－
－
－
37
5

449
13,731
3,720
1,716
4,483
166
－

294
－

557
1,644

－
－
－

26,807

－
－
－
－
－
－
－
－
37
5

442
14,015
3,663
1,716
4,483
164
－

294
－

569
1,121

－
－
－

26,515

オン・バランス項目

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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9,044
117
9,161
─

9,161
2,641
─
─
─

1,085
─
─
72

1,320
─

1,761
1,524
─
292
463
9,161
4,108
856
770
360
1,000
1,558
507
9,161

608
16
624
─
624
18
─
─
─
12
─
─
─
5
16
0
2

570
─
─
624
624
─
─
─
─
─
─
624

14,908
233,556
248,464
31,371
279,835

752
─
─
─
50
─
─

10,514
200

75,432
220
987

184,741
─

6,936
279,835
22,443
64,612
108,515
10,756
62,502
11,004

─
279,835

869,374
114,140
983,514

─
983,514
173,967

736
572
1,082
61,960
8,376
5,011
50,844
120,795
55,637
181,187
100,338
44,056
178,781

164
983,514
252,600
102,367
98,605
53,667
121,980
351,030
3,260

983,514

958,547
449,429
1,407,977
31,625

1,439,602
177,379

736
572
1,082
63,108
8,376
5,011
61,430
122,320
219,513
183,170
104,359
249,339
179,074
64,126

1,439,602
283,322
167,836
207,892
64,784
185,483
363,593
166,689
1,439,602

8,404
121
8,526
─

8,526
2,252
─
─
─

1,075
─
─
5

2,538
─
937
916
─
801
─

8,526
4,313
642
359
470
1,394
865
480
8,526

488
12
500
─
500
14
─
─
─
14
15
─
─
5
11
1
2

436
─
─
500
495
5
─
─
─
─
─
500

9,297
211,495
220,792
15,017
235,810
1,053
─
─
─
250
─
─

12,995
300

66,830
421
694

153,264
─
─

235,810
6,168
45,504
128,946
13,225
25,947
16,018

─
235,810

874,682
176,162
1,050,844

─
1,050,844
179,276

766
539
807

63,748
9,813
2,861
49,740
120,252
115,567
191,487
101,122
43,010
171,762

89
1,050,844
332,717
94,208
97,211
48,675
119,156
355,333
3,541

1,050,844

953,726
407,957
1,361,683
15,245

1,376,929
182,611

766
539
807

65,087
9,829
2,861
62,741
123,096
188,314
192,847
103,770
212,110
172,563
58,983

1,376,929
347,390
140,360
226,516
62,371
146,499
372,216
81,574

1,376,929
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■信用リスクに関する事項（第2条第3項第3号，第4条第3項第4号）

●信用リスクに関するエクスポージャー区分ごとの期末残高（地域別・業種別・残存期間別） （単位：百万円）

平成22年3月期

エクスポージャー期末残高

債券貸出金等 デリバティブ取引 三月以上延滞 債券貸出金等 デリバティブ取引 三月以上延滞
静岡県内
静岡県外

国内計
国外計

地域別合計
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融・保険業
不動産業、物品賃貸業
各種サービス業
国・地方公共団体
個人
その他

業種別計
1年以下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超10年以下
10年超
期間の定めのないもの

残存期間別合計
※貸出金等は、貸出金・コミットメント・デリバティブ以外のオフバランス取引です。

平成23年3月期

エクスポージャー期末残高連　　　結

平成22年3月期

エクスポージャー期末残高

債券貸出金等 デリバティブ取引 三月以上延滞 債券貸出金等 デリバティブ取引 三月以上延滞
静岡県内
静岡県外

国内計
国外計

地域別合計
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融・保険業
不動産業、物品賃貸業
各種サービス業
国・地方公共団体
個人
その他

業種別計
1年以下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超10年以下
10年超
期間の定めのないもの

残存期間別合計

7,972
121
8,093
─

8,093
2,252
─
─
─

1,075
─
─
5

2,538
─
937
911
─
372
─

8,093
4,313
642
359
470
1,394
865
47

8,093

448
12
500
─
500
14
─
─
─
14
15
─
─
5
11
1
2

436
─
─
500
495
5
─
─
─
─
─
500

9,297
211,495
220,792
15,017
235,810
1,053
─
─
─
250
─
─

12,995
300

66,830
421
694

153,264
─
─

235,810
6,168
45,504
128,946
13,225
25,947
16,018

─
235,810

879,877
176,162
1,056,039

─
1,056,039
179,276

766
539
807

63,748
9,813
2,861
49,740
120,252
116,830
197,314
101,122
43,010
169,866

89
1,056,039
333,232
96,968
99,131
48,675
119,156
355,333
3,541

1,056,039

945,115
407,104
1,352,219
15,245

1,367,465
182,611

766
539
807

65,087
9,829
2,861
62,741
123,096
188,725
198,675
103,765
212,110
170,239
45,610

1,367,465
347,905
143,120
228,436
62,371
146,499
372,216
66,915

1,367,465
※貸出金等は、貸出金・コミットメント・デリバティブ以外のオフバランス取引です。

平成23年3月期

エクスポージャー期末残高単　　　体

8,577
117
8,695
─

8,695
2,641
─
─
─

1,085
─
─
72

1,320
─

1,761
1,521
─
292
─

8,695
4,108
856
770
360
1,000
1,558
41

8,695

608
16
624
─
624
18
─
─
─
12
─
─
─
5
16
0
2

570
─
─
624
624
─
─
─
─
─
─
624

14,908
233,556
248,464
31,371
279,835

752
─
─
─
50
─
─

10,514
200

75,432
220
987

184,741
─

6,936
279,835
22,443
64,612
108,515
10,756
62,502
11,004

─
279,835

874,106
114,140
988,246

─
988,246
173,967

736
572
1,082
61,960
8,376
5,011
50,844
120,795
56,711
186,375
100,338
44,056
177,251

164
988,246
252,789
105,570
99,945
53,667
121,980
351,030
3,260

988,246

950,745
449,276
1,400,021
31,625

1,431,646
177,379

736
572
1,082
63,108
8,376
5,011
61,430
122,320
220,434
188,358
104,356
249,338
177,544
51,594

1,431,646
283,511
171,039
209,232
64,784
185,483
363,593
154,001
1,431,646
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3,642
9,206
─

4,642
10,037

─

3,642
9,206
─

4,642
10,037

─

3,267
8,116
─

4,220
9,044
─

3,267
8,116
─

4,220
9,044
─

9,050
156
9,206
─

9,206
1,443
─
─
─

3,016
─
5

587
1,345
100
819
970
─
789
129
9,206

9,897
140

10,037
─

10,037
1,596
─
─
─

3,232
─
─
9

2,560
38
450
1,279
─
702
168

10,037

9,050
156
9,206
─

9,206
1,443
─
─
─

3,016
─
5

587
1,345
100
819
970
─
789
129
9,206

9,897
140

10,037
─

10,037
1,596
─
─
─

3,232
─
─
9

2,560
38
450
1,279
─
702
168

10,037

9,897
140

10,037
─

10,037
1,596
─
─
─

3,232
─
─
9

2,560
38
450
1,279
─
702
168

10,037

11,065
293

11,359
─

11,359

9,897
140

10,037
─

10,037
1,596
─
─
─

3,232
─
─
9

2,560
38
450
1,279
─
702
168

10,037

11,065
293

11,359
─

11,359

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て

平成22年3月期

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
静岡県内
静岡県外

国内計
国外計

地域別合計
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業、物品賃貸業
各種サービス業
国・地方公共団体
個人
その他

業種別計

平成23年3月期
連　結

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

（単位：百万円）●個別貸倒引当金の地域別・業種別内訳

平成22年3月期

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
特定海外債権引当勘定

平成23年3月期
連　結

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

平成22年3月期

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

（単位：百万円）

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
特定海外債権引当勘定

平成23年3月期
単　体

●一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

4,642
10,037

─

4,528
11,359

─

4,642
10,037

─

4,528
11,359

─

4,220
9,044
─

4,118
10,291

─

4,220
9,044
─

4,118
10,291

─

平成22年3月期

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
静岡県内
静岡県外

国内計
国外計

地域別合計
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業、物品賃貸業
各種サービス業
国・地方公共団体
個人
その他

業種別計

8,904    
140    
9,044    
─    

9,044    
1,572    
─    
─    
─    

3,192    
─    
─    
9    

2,438    
38    
450    
1,229    
─    
76    
37    

9,044    

9,997    
293    

10,291    
─    

10,291    

8,904    
140    
9,044    
─    

9,044    
1,572    
─    
─    
─    

3,192    
─    
─    
9    

2,438    
38    
450    
1,229    
─    
76    
37    

9,044    

9,997    
293    

10,291    
─    

10,291    

平成23年3月期
単　体

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
7,959
156
8,116
─

8,166
1,433
─
─
─

2,996
─
─
556
1,216
100
815
943
─
15
39

8,116

8,904
140
9,044
─

9,044
1,572
─
─
─

3,192
─
─
9

2,438
38
450
1,229
─
76
37

9,044

7,959
156
8,116
─

8,166
1,433
─
─
─

2,996
─
─
556
1,216
100
815
943
─
15
39

8,116

8,904
140
9,044
─

9,044
1,572
─
─
─

3,192
─
─
9

2,438
38
450
1,229
─
76
37

9,044
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323
301

24,825
─

10,000
2,440
─

37,265
163,776

─

163,776

24,825
─

10,000
2,440
─

37,265
163,776

─

163,776

388,669
27,262
87,934
121,894
6,803

127,675
488,684
2,151
─
─

1,251,076

─
─

16,022
─

30,216
─

11,379
─
─
─

57,617

388,669
27,262
87,781
121,894
6,367

126,145
482,757
2,125
─
─

1,243,003

─
─

16,022
─

30,216
─

11,379
─
─
─

57,617

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て

●リスクウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高及び資本控除した額

●与信相当額の算出に用いる方式

【連　結】【単　体】

平成22年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

（単位：百万円）

製造業
農業
林業
漁業
鉱業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸・小売業
金融・保険業
不動産業
各種サービス業
国・地方公共団体
個人
その他

業種別合計

現金及び自行預金
金
適格債券
適格株式
適格投資信託

適格金融資産担保合計
適格保証
適格クレジットデリバティブ

適格保証・適格クレジット
デリバティブ合計

【単　体】
（単位：百万円）

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
350%

自己資本控除
合　計

【連　結】

格付なし 格付あり 格付なし 格付あり 格付なし 格付あり 格付なし 格付あり

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
18
2
20

●業種別の貸出金償却の額

平成22年3月期項　目

項　目

項　目

項　目

平成23年3月期
（単位：百万円）

グロス再構築コスト
グロスのアドオン

332
167

●グロス再構築コスト及びグロスのアドオンの額

平成22年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

■信用リスク削減手法に関する事項（第2条第3項第4号，第4条第3項第5号）

■派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項（第2条第3項第5号，第4条第3項第6号）
連結子会社においては、派生商品取引及び長期決済期間取引はありません。従いまして、本項目の記載事項は、単体・連結ともに同様です。

派生商品取引の与信相当額は、カレント・エクスポージャー方式にて算出しております。

【単　体】
（単位：百万円）

【連　結】
平成22年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

345,621
27,680
57,050
122,594
6,761

119,324
488,964
1,974
─
─

1,169,972

─
─

11,138
─

28,251
─

8,610
─
─
─

48,000

345,621
27,680
57,903
122,594
7,153

121,219
495,699
1,987
─
─

1,179,861

─
─

11,138
─

28,251
─

8,610
─
─
─

48,000

25,493
─

80,000
2,683
─

108,177
179,117

─

179,117

25,493
─

80,000
2,683
─

108,177
179,117

─

179,117
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11,059
▲ 1,160
▲ 7,998

▲13
535

▲13
535

▲675 ▲671

133
─
133

11,307

1,904

13,212

11,307

1,904

13,212

11,228

2,000

13,228

11,228

2,000

13,228

624
624
─
─
─
─
─
─

624
624
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─ 自

己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て

平成22年3月期 平成23年3月期

■信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額（第2条第3項第9号，第4条第3項第10号）
当行及び当行グループにおいて、該当ありません。

当行及び当行グループにおいて、該当ありません。

■銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益または経済価値の増減額
　（第2条第3項第10号，第4条第3項第11号）
連結子会社においては、当行グループに与える影響が軽微なことから、金利リスク量を計測しておりません。

●担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額及び担保
　による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

●貸借対照表計上額及び時価

信用リスク
削減手法
効果考慮前

（単位：百万円）

派生商品取引
外国為替関連取引
金利関連取引
金関連取引
株式関連取引
貴金属関連取引
その他コモディティ関連取引

クレジット・デリバディブ

信用リスク
削減手法
効果考慮後

信用リスク
削減手法
効果考慮前

信用リスク
削減手法
効果考慮後

500
495
5
─
─
─
─
─

500
495
5
─
─
─
─
─

平成22年3月期

項　目

平成23年3月期

●信用リスク削減手法に用いた担保の種類別の額
（単位：百万円）

現金及び自行預金
金
適格債券
適格株式
適格投資信託

適格金融資産担保合計

項　目
─
─
─
─
─
─

■銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関する事項（第2条第3項第8号，第2条第3項第9号）

※投資信託等のファンドに含まれる出資等または株式等エクスポージャーは上記記載から除いております。

※投資信託等のファンドに含まれる出資等または株式等エクスポージャーは上記記載から除いております。

※投資信託等のファンドに含まれる出資等または株式等エクスポージャーは上記記載から除いております。

項　目

（単位：百万円）

上場株式等エクスポージャー
上記に該当しない出資等
または株式等エクスポージャー

13,215

2,026

15,241

13,215

2,026

15,241

13,445

1,930

15,376

13,445

1,930

15,376

【単　体】 【連　結】

貸借対照表計上額 時　価 貸借対照表計上額 時　価 貸借対照表計上額 時　価 貸借対照表計上額 時　価
平成22年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

●売却及び償却に伴う損益の額

項　目

項　目

（単位：百万円）

売 却 損 益 額
償 却 額

貸借対照表で認識され、かつ、損益計
算書で認識されない評価損益の額

197
137

197
137

【単　体】 【連　結】
平成22年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

●子会社・関連会社株式の貸借対照表計上額等

項　目

（単位：百万円）

子 会 社 ・ 子 法 人 等    
関 連 法 人 等

合　計

133
─
133

【単　体】
平成22年3月期 平成23年3月期

●貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

●貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額 （単位：百万円）

62 69

【単　体】 【連　結】
平成22年3月期 平成23年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

平成22年3月期 平成23年3月期

（単位：百万円）

ＶａＲ        
10ＢＰＶ        
アウトライヤー基準による銀行勘定の金利リスク量

項　目
7,509

▲ 1,072
▲ 6,641

※ＶａＲは、分散共分散法を用いて、信頼区間99％、保有期間240日、観測期間1年で計測した金利のＶａＲです。
※他通貨については、円換算の上計測しております。

合　計
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◆銀行法施行規則（第19条の2）（単体ベース）
１.銀行の概況及び組織に関する事項
イ.経営の組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
ロ.持株数の多い順に10以上の株主に関する事項・・・・・・・・・・・・・・P58
ハ.取締役及び監査役の氏名及び役職名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
ニ.営業所の名称及び所在地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18～19

２.銀行の主要な業務の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16
３.銀行の主要な業務に関する事項
イ.直近の事業年度における事業の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
ロ.直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

ハ.直近の2事業年度における業務の状況を示す指標
（1）主要な業務の状況を示す指標

①業務粗利益及び業務粗利益率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P37
②資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他
業務収支・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P37

③資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回
り及び資金利鞘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P38、57

④受取利息及び支払利息の増減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P39
⑤総資産経常利益率及び資本経常利益率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P57
⑥総資産当期純利益率及び資本当期純利益率・・・・・・・・・・・・・P57

（2）預金に関する指標
①預金科目別平均残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P40
②定期預金残存期間別残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P41

（3）貸出金等に関する指標
①貸出金科目別平均残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P42
②貸出金残存期間別残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P42
③担保の種類別貸出残高及び支払承諾見返額・・・・・・・・・・・・・P43
④使途別貸出金残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P44
⑤業種別貸出金残高及び総額に占める割合・・・・・・・・・・・・・・・・・P43
⑥中小企業等に対する残高及び総額に占める割合・・・・・・・・P44
⑦特定海外債権残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P44
⑧預貸率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P57

（4）有価証券に関する指標
①商品有価証券の種類別平均残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P47
②有価証券の種類別残存期間別残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46
③有価証券の種類別平均残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P46
④預証率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P57

４.銀行の業務の運営に関する事項
イ.リスク管理体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11～12
ロ.法令遵守体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8～9
ハ.指定紛争解決機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10

５.直近の2事業年度における財産の状況に関する事項
イ.貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32～36
ロ.貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額・・・・・・・・・P44
①破綻先債権
②延滞債権
③3カ月以上延滞債権
④貸出条件緩和債権

ハ.自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P59～68

ニ.次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評
価損益
①有価証券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P48～51
②金銭の信託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P51
③デリバティブ取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P52～55

ホ.貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P44
ヘ.貸出金償却の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P44
ト.会計監査人の監査に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32
チ.監査証明に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32

◆第19条の3（連結ベース）
１.銀行及びその子会社等の概況に関する事項
イ.主要な事業の内容及び組織の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17
ロ.銀行の子会社等に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17
①名称
②主たる営業所又は事務所の所在地
③資本金又は出資金
④事業の内容
⑤設立年月日
⑥銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者
の議決権に占める割合

⑦銀行の１の子会社等以外の子会社等が保有する当該1の子会
社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占
める割合

２.銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項
イ.直近の事業年度における事業の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
ロ.直近の5連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
①経常収益
②経常利益又は経常損失
③当期純利益もしくは当期純損失
④包括利益
⑤純資産額
⑥総資産額
⑦連結自己資本比率

３.銀行及びその子会社等の直近の2連結会計年度における財産の状
況に関する事項
イ.連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動
計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21～31

ロ.貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額・・・・・・・・・P31
①破綻先債権
②延滞債権
③3カ月以上延滞債権
④貸出条件緩和債権

ハ.自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P59～68

ニ.事業の種類別セグメント情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P31
ホ.会計監査人の監査に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21
ヘ.監査証明に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21

◆金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（第7条）
資産の査定の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P45

決算公告は、当行ホームページに掲載しております。

〈インターネットアドレス〉http://www.shimizubank.co.jp/aboutus/financial/koukoku.html
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